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母
子

保
健

衛
生

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

基
準

額
新

旧
対

照
表

（
案

）

新
旧

別
表

別
表

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
率

母
子

保
健

子
ど

も
の

１
都

道
府

県
（

指
定

都
市

）
当

た
り

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

２
分

の
１

母
子

保
健

子
ど

も
の

１
都

道
府

県
（

指
定

都
市

）
当

た
り

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

２
分

の
１

衛
生

費
国

心
の

診
療

1
,
3
7
5
,
0
0
0
円

×
実

施
月

数
ト

ワ
ー

ク
事

業
に

必
要

な
衛

生
費

国
心

の
診

療
1
6
,
4
0
0
,
0
0
0
円

ト
ワ

ー
ク

事
業

に
必

要
な

庫
補

助
金

ネ
ッ

ト
ワ

報
酬

、
給

料
、

賃
金

、
報

庫
補

助
金

ネ
ッ

ト
ワ

報
酬

、
給

料
、

賃
金

、
報

ー
ク

事
業

償
費

、
職

員
手

当
等

、
共

ー
ク

事
業

※
事

業
期

間
が

１
年

に
満

た
な

い
場

合
は

、
償

費
、

職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
旅

費
、
需

用
費
（

消
1
6
,
4
0
0
,
0
0
0
円

×
事

業
月

数
／

1
2
と

す
る

。
済

費
、
旅

費
、
需

用
費
（

消
耗

品
費

、
食

糧
費

、
印

刷
耗

品
費

、
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

）
、

役
務

費
（

通
製

本
費

）
、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
）
、

信
運

搬
費

、
広

告
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

借
料

、
備

品
購

入
費

生
涯

を
通

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

２
分

の
１

生
涯

を
通

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

２
分

の
１

じ
た

１
健

康
教

育
事

業
康

支
援

事
業

に
必

要
な

報
じ

た
１

健
康

教
育

事
業

康
支

援
事

業
に

必
要

な
報

女
性

の
健

4
5
,
8
0
0
円

×
実

施
月

数
酬

､
賃

金
、

報
償

費
､

旅
女

性
の

健
4
5
,
8
0
0
円

×
実

施
月

数
酬

､
賃

金
、

報
償

費
､

旅
康

支
援

事
費

、
需

用
費
（

消
耗

品
費

、
康

支
援

事
費

、
需

用
費
（

消
耗

品
費

、
業

２
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

）
、

業
２

女
性

健
康

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

（
相

談
担

当
者

に
対

す
る

研
修

を
含

む
。
）

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

（
相

談
担

当
者

に
対

す
る

研
修

を
含

む
。
）

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

1
4
8
,
9
0
0
円

×
実

施
月

数
広

告
料

）
、

委
託

料
、

使
1
6
0
,
9
0
0
円

×
実

施
月

数
広

告
料

）
、

委
託

料
、

使
た

だ
し

、
妊

娠
に

悩
む

者
に

対
す

る
専

用
料

及
び

賃
借

料
、

備
品

た
だ

し
、

妊
娠

に
悩

む
者

に
対

す
る

専
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
任

の
相

談
員

を
配

置
す

る
場

合
は

購
入

費
任

の
相

談
員

を
配

置
す

る
場

合
は

購
入

費
7
1
,
3
0
0
円

×
実

施
月

数
を

加
算

、
6
9
,
2
0
0
円

×
実

施
月

数
を

加
算

、
（

削
除

）
着

信
短

縮
ダ

イ
ヤ

ル
（

＃
ダ

イ
ヤ

ル
）

を
設

置
す

る
場

合
は

1
6
,
0
0
0
円

×
実

施
月

数
を

加
算

。
夜

間
・

休
日

対
応

を
す

る
場

合
は

4
9
,
9
0
0
円

×
実

施
月

数
を

加
算

｡
た

だ
し

、
妊

娠
に

悩
む

者
に

対
す

る
専

任
の

相
談

員
を

配
置

し
、

開
設

時
間

が
週

4
0
時

間
を

超
え

る
時

間
は

、
当

該
4
0
時

間
を

超
え

る
時

間
を

1
4
時

間
で

除
し

た
数

（
小

数
点

以
下

四
捨

五
入

）
を

実
施

月
数

に
乗

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
不

妊
専

門
相

談
セ

ン
タ

ー
事

業
３

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

事
業

（
相

談
担

当
者

に
対

す
る

研
修

を
含

む
。
）

（
相

談
担

当
者

に
対

す
る

研
修

を
含

む
。
）

4
7
4
,
5
0
0
円

×
実

施
月

数
4
7
4
,
5
0
0
円

×
実

施
月

数
た

だ
し

、
不

育
症

に
悩

む
者

に
対

す
る

た
だ

し
、

不
育

症
に

悩
む

者
に

対
す

る
相

談
対

応
等

を
行

う
場

合
は

相
談

対
応

等
を

行
う

場
合

は
6
0
,
6
0
0
円

×
実

施
月

数
を

加
算

、
6
0
,
6
0
0
円

×
実

施
月

数
を

加
算

、
夜

間
・

休
日

対
応

を
す

る
場

合
は

夜
間

・
休

日
対

応
を

す
る

場
合

は
4
9
,
9
0
0
円

×
実

施
月

数
を

加
算

｡
4
8
,
4
0
0
円

×
実

施
月

数
を

加
算

｡

４
H
T
L
V
-
1
母

子
感

染
対

策
事

業
４

H
T
L
V
-
1
母

子
感

染
対

策
事

業
１

都
道

府
県

あ
た

り
1
,
4
8
9
,
0
0
0
円

１
都

道
府

県
あ

た
り

1
,
4
8
9
,
0
0
0
円
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新
旧

不
妊

に
悩

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

不
妊

に
悩

む
方

へ
の

特
定

２
分

の
１

不
妊

に
悩

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

不
妊

に
悩

む
方

へ
の

特
定

２
分

の
１

む
方

へ
の

１
助

成
費

治
療

支
援

事
業

に
必

要
な

む
方

へ
の

１
助

成
費

治
療

支
援

事
業

に
必

要
な

特
定

治
療

特
定

不
妊

治
療

報
酬

、
賃

金
、

報
償

費
、

特
定

治
療

特
定

不
妊

治
療

報
酬

、
賃

金
、

報
償

費
、

支
援

事
業

(
1
)
1
5
0
,
0
0
0
円

×
実

施
件

数
旅

費
、

需
用

費
、
〔

消
耗

支
援

事
業

(
1
)
1
5
0
,
0
0
0
円

×
実

施
件

数
旅

費
、

需
用

費
、
〔

消
耗

(
2
)

7
5
,
0
0
0
円

×
実

施
件

数
品

費
、

印
刷

製
本

費
〕
、

(
2
)

7
5
,
0
0
0
円

×
実

施
件

数
品

費
、

印
刷

製
本

費
〕
、

（
3
)
3
0
0
,
0
0
0
円

×
実

施
件

数
（

初
回

の
役

務
費

（
通

信
運

搬
費

、
（

3
)
3
0
0
,
0
0
0
円

×
実

施
件

数
（

初
回

の
役

務
費

（
通

信
運

搬
費

、
治

療
に

限
る

）
広

告
料

）
、

委
託

料
、

使
治

療
に

限
る

）
広

告
料

）
、

委
託

料
、

使
(
4
)
1
5
0
,
0
0
0
円

×
実

施
件

数
（

特
定

不
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
(
4
)
1
5
0
,
0
0
0
円

×
実

施
件

数
（

特
定

不
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
妊

治
療

の
う

ち
精

子
を

精
巣

又
は

購
入

費
、

負
担

金
、

補
助

妊
治

療
の

う
ち

精
子

を
精

巣
又

は
精

購
入

費
、

負
担

金
、

補
助

精
巣

上
体

か
ら

採
取

す
る

た
め

の
及

び
交

付
金

、
扶

助
費

巣
上

体
か

ら
採

取
す

る
た

め
の

手
術

及
び

交
付

金
、

扶
助

費
手

術
（

男
性

不
妊

治
療

）
を

実
施

（
男

性
不

妊
治

療
）

を
実

施
し

た
場

し
た

場
合

）
合

）
※

(
1
)
に

つ
い

て
は

、
母

子
保

健
医

療
対

策
総

合
支

援
事

業
実

施
要

綱
別

添
６

（
以

下
「

別
添

６
」

と
い

う
。
）

の
C
、

F
及

び
初

回
の

治
療

を
除

く
。

※
(
2
)
に

つ
い

て
は

、
母

子
保

健
医

療
対

※
(
2
)
に

つ
い

て
は

、
別

添
６

の
C
及

び
策

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

別
添

６
F
の

治
療

内
容

に
限

る
。

（
以

下
「

別
添

６
」

と
い

う
。
）

の
C

※
(
3
)
に

つ
い

て
は

、
別

添
６

の
C
及

び
及

び
F
の

治
療

内
容

に
限

る
。

F
の

治
療

内
容

を
除

く
。

※
(
3
)
に

つ
い

て
は

、
別

添
６

の
C
及

び
F

※
(
4
)
に

つ
い

て
は

、
別

添
６

の
C
の

治
の

治
療

内
容

を
除

く
。

療
内

容
を

除
く

。
※

(
4
)
に

つ
い

て
は

、
別

添
６

の
C
の

治
２

事
務

費
療

内
容

を
除

く
。

（
１

）
定

額
分

２
事

務
費

3
,
0
0
0
,
0
0
0
円

（
１

）
定

額
分

（
２

）
登

録
管

理
3
,
0
0
0
,
0
0
0
円

5
3
0
円

×
登

録
組

数
（

２
）

登
録

管
理

（
３

）
医

療
機

関
旅

費
5
3
0
円

×
登

録
組

数
6
,
9
4
0
円

×
か

所
数

（
３

）
医

療
機

関
旅

費
6
,
9
4
0
円

×
か

所
数

妊
娠

・
出

○
市

町
村

事
業

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
２

分
の

１
妊

娠
・

出
○

市
町

村
事

業
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

事
２

分
の

１
産

包
括

支
１

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
事

業
に

必
要

な
報

酬
、

給
産

包
括

支
１

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
業

に
必

要
な

報
酬

、
給

料
、

援
事

業
１

市
町

村
当

た
り

、
次

の
表

の
人

口
区

料
、

賃
金

、
報

償
費

、
職

援
事

業
１

市
町

村
当

た
り

1
1
,
4
1
9
,
8
0
0
円

賃
金

、
報

償
費

、
職

員
手

分
当

た
り

の
単

価
×

実
施

月
数

と
す

る
。

員
手

当
等

、
共

済
費

、
旅

※
事

業
期

間
が

１
年

に
満

た
な

い
場

合
は

、
当

等
、

共
済

費
、

旅
費

、
費

、
需

用
費
（

消
耗

品
費

、
１

市
町

村
当

た
り

需
用

費
（

消
耗

品
費

、
食

人
口

区
分

（
人

）
単

価
(
円

)
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

）
、

1
1
,
4
1
9
,
8
0
0
円

×
実

施
月

数
／

1
2
と

す
る

。
糧

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

２
万

人
未

満
1
6
2
,
9
0
0

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
広

告
料

）
、

委
託

料
、

使
２

万
人

以
上

５
万

人
未

満
2
5
2
,
5
0
0

用
料

及
び

賃
借

料
、

備
品

用
料

及
び

賃
借

料
、

備
品

５
万

人
以

上
1
0
万

人
未

満
4
7
5
,
4
0
0

購
入

費
、

修
繕

費
、

負
担

購
入

費
、

修
繕

費
、

補
助

1
0
万

人
以

上
3
0
万

人
未

満
9
7
7
,
4
0
0

金
、

補
助

及
び

交
付

金
及

び
交

付
金

3
0
万

人
以

上
7
0
万

人
未

満
1
,
2
6
9
,
9
0
0

※
補

助
及

び
交

付
金

は
※

補
助

及
び

交
付

金
は
「

３
7
0
万

人
以

上
1
5
0
万

人
未

満
1
,
9
0
1
,
5
0
0

「
３

妊
娠

・
出

産
包

括
支

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
緊

1
5
0
万

人
以

上
2
,
6
2
9
,
9
0
0

援
緊

急
整

備
事

業
」

に
限

急
整

備
事

業
」

に
限

る
。

る
。

２
産

後
ケ

ア
事

業
２

産
後

ケ
ア

事
業

１
市

町
村

当
た

り
、

次
の

表
の

人
口

区
１

市
町

村
当

た
り

2
4
,
8
2
9
,
0
0
0
円

分
当

た
り

の
単

価
×

実
施

月
数

と
す

る
。

※
事

業
期

間
が

１
年

に
満

た
な

い
場

合
は

、
１

市
町

村
当

た
り

人
口

区
分

（
人

）
単

価
(
円

)
2
4
,
8
2
9
,
0
0
0
円

×
実

施
月

数
／

1
2
と

す
る

。

２
万

人
未

満
4
4
0
,
8
0
0

２
万

人
以

上
５

万
人

未
満

6
2
7
,
0
0
0

５
万

人
以

上
1
0
万

人
未

満
1
,
0
8
2
,
8
0
0
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新
旧

1
0
万

人
以

上
3
0
万

人
未

満
2
,
0
2
3
,
3
0
0

3
0
万

人
以

上
7
0
万

人
未

満
2
,
6
4
8
,
9
0
0

7
0
万

人
以

上
1
5
0
万

人
未

満
4
,
2
5
8
,
3
0
0

1
5
0
万

人
以

上
5
,
8
6
6
,
4
0
0

３
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

緊
急

整
備

事
業

３
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

緊
急

整
備

事
業

※
本

事
業

の
み

の
実

施
も

可
能

と
す

る
。

※
本

事
業

の
み

の
実

施
も

可
能

と
す

る
。

・
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業

の
実

施
場

・
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業

の
実

施
場

所
の

修
繕

所
の

修
繕

１
市

町
村

当
た

り
3
,
2
4
0
,
0
0
0
円

１
市

町
村

当
た

り
3
,
2
4
0
,
0
0
0
円

・
産

後
ケ

ア
事

業
の

実
施

場
所

の
修

繕
・

産
後

ケ
ア

事
業

の
実

施
場

所
の

修
繕

１
市

町
村

当
た

り
7
,
5
6
0
,
0
0
0
円

１
市

町
村

当
た

り
7
,
5
6
0
,
0
0
0
円

４
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

開
設

４
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

開
設

準
備

事
業

準
備

事
業

１
市

町
村

当
た

り
3
,
3
9
5
,
5
0
0
円

１
市

町
村

当
た

り
3
,
3
4
3
,
5
0
0
円

○
都

道
府

県
事

業
○

都
道

府
県

事
業

・
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

推
進

事
業

・
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

推
進

事
業

１
都

道
府

県
当

た
り

1
,
3
8
0
,
7
0
0
円

１
都

道
府

県
当

た
り

1
,
3
8
0
,
7
0
0
円

産
婦

健
康

5
,
0
0
0
円

×
実

施
回

数
産

婦
健

康
診

査
事

業
に

必
２

分
の

１
産

婦
健

康
5
,
0
0
0
円

×
実

施
回

数
産

婦
健

康
診

査
事

業
に

必
２

分
の

１
診

査
事

業
（

対
象

者
１

人
に

つ
き

２
回

を
限

度
と

す
要

な
委

託
料

、
負

担
金

、
診

査
事

業
（

対
象

者
１

人
に

つ
き

２
回

を
限

度
と

す
要

な
委

託
料

、
負

担
金

、
る

。
）

補
助

及
び

交
付

金
、

扶
助

る
。
）

補
助

及
び

交
付

金
、

扶
助

費
費

新
生

児
聴

１
都

道
府

県
当

た
り

2
,
0
6
5
,
0
0
0
円

新
生

児
聴

覚
検

査
体

制
整

２
分

の
１

新
生

児
聴

１
都

道
府

県
当

た
り

2
,
0
6
5
,
0
0
0
円

新
生

児
聴

覚
検

査
体

制
整

２
分

の
１

覚
検

査
体

備
事

業
に

必
要

な
報

酬
、

覚
検

査
体

備
事

業
に

必
要

な
報

酬
、

制
整

備
事

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

制
整

備
事

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

業
（

消
耗

品
費

、
食

糧
費

、
業

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
印

刷
製

本
費

）
、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

（
通

信
運

搬
費

、
広

告
料

）
、

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
借

料
、

備
品

購
入

費
費

被
災

し
た

１
相

談
支

援
等

事
業

被
災

し
た

妊
産

婦
・

乳
幼

４
分

の
３

被
災

し
た

１
相

談
支

援
等

事
業

被
災

し
た

妊
産

婦
・

乳
幼

定
額

（
1
0

妊
産

婦
・

8
3
2
,
9
0
0
円

×
実

施
月

数
児

の
相

談
等

の
母

子
保

健
妊

産
婦

・
9
,
9
9
4
,
8
0
0
円

×
実

施
月

数
／

1
2
と

す
る

。
児

の
相

談
等

の
母

子
保

健
／

1
0
）

乳
幼

児
の

支
援

事
業

に
必

要
な

報
乳

幼
児

の
支

援
事

業
に

必
要

な
報

酬
､

相
談

等
の

２
保

健
師

等
に

対
す

る
研

修
の

実
施

酬
､

賃
金

、
報

償
費

､
旅

相
談

等
の

２
保

健
師

等
に

対
す

る
研

修
の

実
施

賃
金

、
報

償
費

､
旅

費
、

母
子

保
健

（
熊

本
県

）
費

、
需

用
費
（

消
耗

品
費

、
母

子
保

健
（

熊
本

県
）

需
用

費
（

消
耗

品
費

、
食

支
援

事
業

1
,
9
5
8
,
8
0
0
円

食
糧

費
、
印

刷
製

本
費

）
、

支
援

事
業

4
,
8
9
7
,
2
0
0
円

糧
費

、
印

刷
製

本
費

）
、

（
熊

本
市

）
役

務
費

（
通

信
運

搬
費

、
（

熊
本

市
）

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

4
8
9
,
7
2
0
円

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
4
8
9
,
7
2
0
円

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

購
入

費
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（
別

紙
）

母
子

保
健

医
療

対
策

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

新
旧

対
照

表
（

案
）

新
旧

別
紙

別
紙

母
子

保
健

医
療

対
策

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

母
子

保
健

医
療

対
策

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

第
１

（
略

）
第

１
（

略
）

第
２

事
業

内
容

第
２

事
業

内
容

１
（

略
）

１
（

略
）

２
生

涯
を

通
じ

た
女

性
の

健
康

支
援

事
業

２
生

涯
を

通
じ

た
女

性
の

健
康

支
援

事
業

(
1
)
～

(
2
)

（
略

）
(
1
)
～

(
2
)

（
略

）

(
3
)

事
業

内
容

(
3
)

事
業

内
容

都
道

府
県

等
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

次
に

掲
げ

る
事

業
の

一
部

又
は

全
部

を
実

施
す

る
も

都
道

府
県

等
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

次
に

掲
げ

る
事

業
の

一
部

又
は

全
部

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
の

と
す

る
。

①
（

略
）

①
（

略
）

②
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
②

女
性

健
康

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

ア
～

エ
（

略
）

ア
～

エ
（

略
）

エ
実

施
日

時
、

場
所

等
エ

実
施

日
時

、
場

所
等

本
事

業
は

、
保

健
医

療
施

設
等

相
談

者
の

利
用

し
や

す
い

施
設

に
お

い
て

実
施

す
る

も
の

本
事

業
は

、
保

健
医

療
施

設
等

相
談

者
の

利
用

し
や

す
い

施
設

に
お

い
て

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

と
す

る
。

ま
た

、
全

国
同

一
の

着
信

短
縮

ダ
イ

ヤ
ル

（
＃

ダ
イ

ヤ
ル

）
か

ら
の

電
話

相
談

に
対

応
で

き
る

体
制

を
整

え
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

な
お

、
相

談
指

導
及

び
学

習
会

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

夜
間

又
は

休
日

等
の

時
間

帯
に

な
お

、
相

談
指

導
及

び
学

習
会

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

夜
間

又
は

休
日

等
の

時
間

帯
に

お
い

て
も

実
施

す
る

等
、

対
象

者
の

利
便

性
を

考
慮

す
る

こ
と

。
お

い
て

も
実

施
す

る
等

、
対

象
者

の
利

便
性

を
考

慮
す

る
こ

と
。

オ
～

カ
（

略
）

オ
～

カ
（

略
）

③
～

④
（

略
）

③
～

④
（

略
）

３
（

略
）

３
（

略
）

４
不

妊
に

悩
む

方
へ

の
特

定
治

療
支

援
事

業
４

不
妊

に
悩

む
方

へ
の

特
定

治
療

支
援

事
業

(
1
)
～

(
9
)

（
略

）
(
1
)
～

(
9
)

（
略

）

(
1
0
)

広
報

活
動

等
(
1
0
)

広
報

活
動

等

①
不

妊
治

療
に

携
わ

る
保

健
医

療
関

係
者

等
に

対
し

、
本

事
業

の
趣

旨
を

周
知

徹
底

す
る

ほ
①

不
妊

治
療

に
携

わ
る

保
健

医
療

関
係

者
等

に
対

し
、

本
事

業
の

趣
旨

を
周

知
徹

底
す

る
ほ

か
、

積
極

的
な

協
力

を
求

め
て

効
率

的
な

運
営

を
図

る
も

の
と

す
る

。
か

、
積

極
的

な
協

力
を

求
め

て
効

率
的

な
運

営
を

図
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
近

年
の

結
婚

年
齢

の
上

昇
等

に
伴

い
、

特
定

不
妊

治
療

を
受

け
る

者
の

年
齢

も
上

ま
た

、
近

年
の

結
婚

年
齢

の
上

昇
等

に
伴

い
、

特
定

不
妊

治
療

を
受

け
る

者
の

年
齢

も
上

昇
し

て
い

る
一

方
で

、
高

年
齢

で
の

妊
娠

・
出

産
は

、
様

々
な

リ
ス

ク
が

高
ま

る
と

と
も

に
、

昇
し

て
い

る
一

方
で

、
高

年
齢

で
の

妊
娠

・
出

産
は

、
様

々
な

リ
ス

ク
が

高
ま

る
と

と
も

に
、

出
産

に
至

る
確

率
も

低
く

な
る

こ
と

が
医

学
的

に
明

ら
か

に
な

っ
て

お
り

、
不

妊
治

療
を

受
出

産
に

至
る

確
率

も
低

く
な

る
こ

と
が

医
学

的
に

明
ら

か
に

な
っ

て
お

り
、

不
妊

治
療

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
っ

て
も

、
年

齢
と

妊
娠

・
出

産
の

リ
ス

ク
の

関
係

等
に

つ
い

て
十

分
な

知
け

て
い

る
者

で
あ

っ
て

も
、

年
齢

と
妊

娠
・

出
産

の
リ

ス
ク

の
関

係
等

に
つ

い
て

十
分

な
知

識
を

持
っ

て
い

な
い

場
合

が
あ

る
こ

と
や

、
不

妊
治

療
を

し
て

も
妊

娠
に

至
ら

な
い

場
合

が
識

を
持

っ
て

い
な

い
場

合
が

あ
る

こ
と

や
、

不
妊

治
療

を
し

て
も

妊
娠

に
至

ら
な

い
場

合
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ

う
し

た
知

識
に

つ
い

て
正

確
な

情
報

の
提

供
、
普

及
啓

発
を

行
う

こ
と

。
あ

る
こ

と
か

ら
、
こ

う
し

た
知

識
に

つ
い

て
正

確
な

情
報

の
提

供
、
普

及
啓

発
を

行
う

こ
と

。

資料２
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新
旧

さ
ら

に
普

及
啓

発
に

当
た

っ
て

は
、

不
妊

治
療

を
行

う
夫

婦
の

み
な

ら
ず

、
そ

の
家

族
や

さ
ら

に
普

及
啓

発
に

当
た

っ
て

は
、

不
妊

治
療

を
行

う
夫

婦
の

み
な

ら
ず

、
そ

の
家

族
や

妊
娠

・
出

産
等

を
考

え
て

い
る

者
を

含
む

一
般

の
者

に
も

普
及

啓
発

を
図

る
な

ど
、

広
く

広
妊

娠
・

出
産

等
を

考
え

て
い

る
者

を
含

む
一

般
の

者
に

も
普

及
啓

発
を

図
る

な
ど

、
広

く
広

報
等

を
行

う
こ

と
。

報
等

を
行

う
こ

と
。

②
助

成
を

受
け

よ
う

と
す

る
夫

婦
が

事
前

に
本

事
業

の
趣

旨
、

助
成

の
条

件
等

の
情

報
を

得
②

助
成

を
受

け
よ

う
と

す
る

夫
婦

が
事

前
に

本
事

業
の

趣
旨

、
助

成
の

条
件

等
の

情
報

を
得

ら
れ

る
よ

う
、

制
度

の
周

知
、

相
談

窓
口

の
設

置
な

ど
に

努
め

る
こ

と
。

ら
れ

る
よ

う
、

制
度

の
周

知
、

相
談

窓
口

の
設

置
な

ど
に

努
め

る
こ

と
。

③
不

妊
に

悩
む

方
へ

の
支

援
は

、
経

済
的

負
担

軽
減

と
と

も
に

、
不

妊
に

関
す

る
相

談
指

導
③

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
２

に
規

定
す

る
「

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支

援
事

や
情

報
提

供
等

を
併

せ
て

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
た

め
、

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
業

」
の

(
3
)
③

の
「

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

」
等

の
相

談
機

関
と

の
連

携
を

図
る

な
ど

、
カ

２
に

規
定

す
る

「
生

涯
を

通
じ

た
女

性
の

健
康

支
援

事
業

」
の

(
3
)
③

の
「

不
妊

専
門

相
談

セ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
体

制
の

充
実

・
強

化
に

努
め

る
こ

と
。

ン
タ

ー
」

を
設

置
し

、
当

該
セ

ン
タ

ー
及

び
そ

の
他

の
相

談
機

関
と

の
連

携
を

図
る

な
ど

、

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
体

制
の

充
実

・
強

化
に

努
め

る
こ

と
。

(
1
1
)
～

(
1
2
)

（
略

）
(
1
1
)
～

(
1
2
)

（
略

）

５
（

略
）

５
（

略
）

６
新

生
児

聴
覚

検
査

体
制

整
備

事
業

６
新

生
児

聴
覚

検
査

体
制

整
備

事
業

(
1
)

事
業

目
的

(
1
)

事
業

目
的

聴
覚

障
害

は
早

期
に

発
見

さ
れ

適
切

な
支

援
が

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
聴

覚
障

害
に

よ
る

音
声

聴
覚

障
害

は
早

期
に

発
見

さ
れ

適
切

な
支

援
が

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
聴

覚
障

害
に

よ
る

音
声

言
語

発
達

等
へ

の
影

響
が

最
小

限
に

抑
え

ら
れ

る
。

こ
の

た
め

、
聴

覚
障

害
の

早
期

発
見

・
早

期
言

語
発

達
等

へ
の

影
響

が
最

小
限

に
抑

え
ら

れ
る

。
こ

の
た

め
、

聴
覚

障
害

の
早

期
発

見
・

早
期

療
育

が
図

ら
れ

る
よ

う
、

新
生

児
聴

覚
検

査
に

係
る

協
議

会
の

設
置

を
行

う
と

と
も

に
研

修
会

の
療

育
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
新

生
児

聴
覚

検
査

に
係

る
協

議
会

の
設

置
や

、
研

修
会

の
実

施
、

普
及

実
施

、
普

及
啓

発
等

に
よ

り
、

都
道

府
県

に
お

け
る

推
進

体
制

を
整

備
す

る
。

啓
発

等
に

よ
り

、
都

道
府

県
に

お
け

る
推

進
体

制
を

整
備

す
る

。

(
2
)

（
略

）
(
2
)

（
略

）

(
3
)

事
業

内
容

(
3
)

事
業

内
容

都
道

府
県

は
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
次

に
掲

げ
る

事
業

の
一

部
（

①
は

必
須

）
又

は
全

部
を

都
道

府
県

は
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
次

に
掲

げ
る

事
業

の
一

部
又

は
全

部
を

実
施

す
る

も
の

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

と
す

る
。

①
行

政
機

関
、

医
療

機
関

、
教

育
機

関
、

医
師

会
・

患
者

会
等

の
関

係
機

関
（

団
体

）
等

に
よ

①
行

政
機

関
、

医
療

機
関

、
教

育
機

関
、

医
師

会
・

患
者

会
等

の
関

係
機

関
（

団
体

）
等

に
よ

る
協

議
会

の
設

置
・

開
催

る
協

議
会

の
設

置

②
医

療
機

関
従

事
者

等
に

対
す

る
研

修
会

の
実

施
②

医
療

機
関

従
事

者
等

に
対

す
る

研
修

会
の

実
施

③
新

生
児

聴
覚

検
査

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

作
成

等
に

よ
る

普
及

啓
発

③
新

生
児

聴
覚

検
査

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

作
成

等
に

よ
る

普
及

啓
発

④
都

道
府

県
内

に
お

け
る

新
生

児
聴

覚
検

査
事

業
実

施
の

た
め

の
手

引
書

の
作

成
④

都
道

府
県

内
に

お
け

る
新

生
児

聴
覚

検
査

事
業

実
施

の
た

め
の

手
引

書
の

作
成

⑤
そ

の
他

新
生

児
聴

覚
検

査
事

業
の

体
制

整
備

に
必

要
な

事
項

⑤
そ

の
他

新
生

児
聴

覚
検

査
事

業
の

体
制

整
備

に
必

要
な

事
項

(
4
)

留
意

事
項

(
4
)

留
意

事
項

都
道

府
県

は
管

内
市

町
村

に
お

け
る

新
生

児
聴

覚
検

査
実

施
状

況
（

公
費

負
担

の
実

施
、

検
査

都
道

府
県

は
管

内
市

町
村

に
お

け
る

新
生

児
聴

覚
検

査
実

施
状

況
（

受
診

者
数

、
受

診
率

等
）

の
受

診
者

数
・

未
受

診
者

・
受

診
率

・
検

査
結

果
等

、
受

診
勧

奨
、
早

期
療

育
へ

の
支

援
状

況
等

）
を

把
握

し
た

上
で

、
本

事
業

を
実

施
す

る
こ

と
。

や
医

療
機

関
に

お
け

る
検

査
の

実
施

状
況

等
を

把
握

し
た

上
で

、
本

事
業

を
実

施
す

る
こ

と
。

な
お

、
協

議
会

の
設

置
に

つ
い

て
は

、
名

称
や

設
置

形
態

を
問

わ
ず

、
既

存
の

協
議

会
等

に
お

い
て

協
議

等
を

行
う

も
の

で
も

差
支

え
な

い
。

７
（

略
）

７
（

略
）

第
３

（
略

）
第

３
（

略
）

第
４

（
略

）
第

４
（

略
）
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新
旧

別
添

５
別

添
５

不
妊

に
悩

む
方

へ
の

特
定

治
療

支
援

事
業

の
実

施
医

療
機

関
に

お
け

る
不

妊
に

悩
む

方
へ

の
特

定
治

療
支

援
事

業
の

実
施

医
療

機
関

に
お

け
る

設
備

・
人

員
等

の
指

定
要

件
に

関
す

る
指

針
設

備
・

人
員

等
の

指
定

要
件

に
関

す
る

指
針

１
～

２
（

略
）

１
～

２
（

略
）

３
．

そ
の

他
の

要
件

３
．

そ
の

他
の

要
件

実
施

医
療

機
関

は
、

次
の

項
目

を
満

た
す

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
実

施
医

療
機

関
は

、
次

の
項

目
を

満
た

す
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

○
自

医
療

機
関

の
不

妊
治

療
の

結
果

に
よ

る
妊

娠
に

関
し

て
は

、
妊

娠
か

ら
出

産
に

至
る

全
て

の
○

自
医

療
機

関
の

不
妊

治
療

の
結

果
に

よ
る

妊
娠

に
関

し
て

は
、

妊
娠

か
ら

出
産

に
至

る
全

て
の

経
過

の
把

握
お

よ
び

公
益

社
団

法
人

日
本

産
科

婦
人

科
学

会
に

対
す

る
報

告
を

行
っ

て
い

る
こ

と
。

経
過

の
把

握
お

よ
び

公
益

社
団

法
人

日
本

産
科

婦
人

科
学

会
に

対
す

る
報

告
を

行
っ

て
い

る
こ

と
。

○
自

医
療

機
関

で
分

娩
を

取
り

扱
わ

な
い

場
合

に
は

、
妊

娠
し

た
患

者
を

紹
介

し
、

妊
娠

か
ら

出
○

自
医

療
機

関
で

分
娩

を
取

り
扱

わ
な

い
場

合
に

は
、

妊
娠

し
た

患
者

を
紹

介
し

、
妊

娠
か

ら
出

産
に

至
る

全
て

の
経

過
に

つ
い

て
報

告
を

受
け

る
等

、
分

娩
を

取
り

扱
う

他
の

医
療

機
関

と
適

切
産

に
至

る
全

て
の

経
過

に
つ

い
て

報
告

を
受

け
る

等
、

分
娩

を
取

り
扱

う
他

の
医

療
機

関
と

適
切

な
連

携
を

と
る

こ
と

。
な

連
携

を
と

る
こ

と
。

○
本

事
業

の
実

績
・

成
果

の
把

握
の

た
め

の
調

査
に

協
力

す
る

医
療

機
関

で
あ

る
こ

と
。

○
本

事
業

の
実

績
・

成
果

の
把

握
の

た
め

の
調

査
に

協
力

す
る

医
療

機
関

で
あ

る
こ

と
。

○
公

益
社

団
法

人
日

本
産

科
婦

人
科

学
会

に
お

け
る

個
別

調
査

票
（

治
療

か
ら

妊
娠

ま
で

及
び

妊
○

公
益

社
団

法
人

日
本

産
科

婦
人

科
学

会
に

お
け

る
個

別
調

査
票

（
治

療
か

ら
妊

娠
ま

で
及

び
妊

娠
か

ら
出

産
後

ま
で

）
の

登
録

に
協

力
す

る
こ

と
。

娠
か

ら
出

産
後

ま
で

）
の

登
録

に
協

力
す

る
こ

と
。

○
医

療
安

全
管

理
体

制
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

○
医

療
安

全
管

理
体

制
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

１
医

療
に

係
る

安
全

管
理

の
た

め
の

指
針

を
整

備
し

、
医

療
機

関
内

に
掲

げ
る

こ
と

。
１

医
療

に
係

る
安

全
管

理
の

た
め

の
指

針
を

整
備

し
、

医
療

機
関

内
に

掲
げ

る
こ

と
。

２
医

療
に

係
る

安
全

管
理

の
た

め
の

委
員

会
を

設
置

し
、
安

全
管

理
の

現
状

を
把

握
す

る
こ

と
。

２
医

療
に

係
る

安
全

管
理

の
た

め
の

委
員

会
を

設
置

し
、
安

全
管

理
の

現
状

を
把

握
す

る
こ

と
。

３
医

療
に

係
る

安
全

管
理

の
た

め
の

職
員

研
修

を
定

期
的

に
実

施
す

る
こ

と
。

３
医

療
に

係
る

安
全

管
理

の
た

め
の

職
員

研
修

を
定

期
的

に
実

施
す

る
こ

と
。

４
医

療
機

関
内

に
お

け
る

事
故

報
告

等
の

医
療

に
係

る
安

全
の

確
保

を
目

的
と

し
た

改
善

の
た

４
医

療
機

関
内

に
お

け
る

事
故

報
告

等
の

医
療

に
係

る
安

全
の

確
保

を
目

的
と

し
た

改
善

の
た

め
の

方
策

を
講

ず
る

こ
と

。
め

の
方

策
を

講
ず

る
こ

と
。

５
自

医
療

機
関

に
お

い
て

保
存

さ
れ

て
い

る
配

偶
子

、
受

精
卵

の
保

存
管

理
及

び
記

録
を

行
う

こ
と

。

６
体

外
で

の
配

偶
子

・
受

精
卵

の
操

作
に

当
た

っ
て

は
、

安
全

確
保

の
観

点
か

ら
必

ず
ダ

ブ
ル

５
体

外
で

の
配

偶
子

・
受

精
卵

の
操

作
に

当
た

っ
て

は
、

安
全

確
保

の
観

点
か

ら
必

ず
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク

を
行

う
体

制
を

構
築

す
る

こ
と

。
な

お
、

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
は

、
実

施
責

任
者

の
監

チ
ェ

ッ
ク

を
行

う
体

制
を

構
築

す
る

こ
と

。
な

お
、

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
は

、
実

施
責

任
者

の
監

督
下

に
、

医
師

・
看

護
師

・
い

わ
ゆ

る
胚

培
養

士
・

エ
ン

ブ
リ

オ
ロ

ジ
ス

ト
の

い
ず

れ
か

の
職

督
下

に
、

医
師

・
看

護
師

・
い

わ
ゆ

る
胚

培
養

士
・

エ
ン

ブ
リ

オ
ロ

ジ
ス

ト
の

い
ず

れ
か

の
職

種
の

職
員

２
名

以
上

で
行

う
こ

と
（

医
師

に
つ

い
て

は
、

実
施

責
任

者
と

同
一

人
で

も
可

）
。

種
の

職
員

２
名

以
上

で
行

う
こ

と
（

医
師

に
つ

い
て

は
、

実
施

責
任

者
と

同
一

人
で

も
可

）
。

次
の

項
目

に
つ

い
て

は
、

満
た

す
こ

と
が

望
ま

し
い

。
次

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
満

た
す

こ
と

が
望

ま
し

い
。

（
略

）
（

略
）

注
１

～
注

３
（

略
）

注
１

～
注

３
（

略
）

-240-

名称未設定-1   240 2018/03/15   15:37:18



別
紙

未
熟

児
養

育
医

療
費

国
庫

負
担

金
交

付
要

綱
新

旧
対

照
表

（
案

）

１
～
別
紙
様
式
第
３
－
４

（
略
）

１
～
別
紙
様
式
第
３
－
４

（
略
）

様
式
１
－
１

国
庫
負
担
金
所
要
額
総
括
表

様
式
１
－
１

国
庫
負
担
金
所
要
額
総
括
表

都
道

府
県

(
保

健
所

設
置

市
、

特
別

区
)
名

都
道

府
県

(
保

健
所

設
置

市
、

特
別

区
)
名

円
円

円
円

0
0

0
0

結
核

児
童

日
用

品
費

等

0
0

旧
結

核
児

童
日

用
品

費
等

（
未

熟
児

移
送

費
）

0
0

0
0

（
注

）
・

国
庫

負
担

基
本

額
欄

に
は

、
様

式
２

-
１

の
各

表
の

国
庫

負
担

基
本

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

（
注

）
・

国
庫

負
担

基
本

額
欄

に
は

、
様

式
２

-
１

の
各

表
の

国
庫

負
担

基
本

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

・
旧

養
育

医
療

費
欄

及
び

旧
結

核
児
童

日
用

品
費

等
（

未
熟

児
移

送
費

）
に

は
、

平
成

2
5
年

３
月

末
日

ま
で

に
医

療
の

給
付

が
行

わ
れ

給
付

決
定

し
た

も
の

を
記

載
す

る
こ

と
。

様
式
２
－
１

国
庫
負
担
金
所
要
額
調

様
式
２
－
１

国
庫
負
担
金
所
要
額
調

都
道

府
県

（
保

健
所

設
置

市
・

特
別

区
）

名
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
(
①

－
②

)
基

準
額

交
付

要
綱

５
及

び
６

に
定

め
る

徴
収

基
準

額

国
庫

負
担

基
本

額
(
⑤

－
⑥

)
要

国
庫

負
担

額
(
⑦
×

1
/
2
)

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
(
①

－
②

)
基

準
額

交
付

要
綱

５
及

び
６

に
定

め
る

徴
収

基
準

額

国
庫

負
担

基
本

額
(
⑤

－
⑥

)
要

国
庫

負
担

額
(
⑦

×
1
/
2
)

①
②

③
④

⑥
⑦

⑧
①

②
③

④
⑥

⑦
⑧

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

養
育

医
療

費
旧

養
育

医
療

費

療
育

の
給

付
費

養
育

医
療

費

結
核

児
童

日
用

品
費

等
療

育
の

給
付

費

（
注

）
・

都
道

府
県

は
、

養
育

医
療

費
の

各
欄

に
市

町
村

内
訳

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。
結

核
児

童
日

用
品

費
等

（
注

）
・

都
道

府
県

は
、

養
育

医
療

費
の

各
欄

に
市

町
村

内
訳

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。

・
旧

養
育

医
療

費
欄

及
び
旧

結
核
児
童
日
用
品
費
等
（
未
熟
児
移

送
費
）
に
は
、
平
成

2
5
年

３
月

末
日

ま
で

に
医

療
の

給
付

が
行

わ
れ

給
付

決
定

し
た

も
の

を
記

載
す

る
こ

と
。

別
表

１
養

育
医

療
費

所
要

額
明

細
表

都
道

府
県

（
保

健
所

設
置

市
・

特
別

区
）

名
別

表
１

養
育

医
療

費
所

要
額

明
細

表
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

控
除

額
差

引
額

備
考

控
除

額
差

引
額

備
考

費
用

総
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
費

用
総

額
(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
①

②
法

負
担

額
)
③

④
①

②
法

負
担

額
)
③

④
円

円
円

円
円

円
円

円

看
護

料
看

護
料

計
計

別
表

２
療

育
の

給
付

費
所

要
額

明
細

表
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

別
表

２
療

育
の

給
付

費
所

要
額

明
細

表
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

控
除

額
差

引
額

備
考

控
除

額
差

引
額

備
考

員
数

単
価

金
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
員

数
単

価
金

額
(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
①

②
法

負
担

額
)
③

④
①

②
法

負
担

額
)
③

④
円

人
円

円
円

円
円

人
円

円
円

円

移
送

費
等

移
送

費
等

計
計

別
表

３
結

核
児

童
日

用
品

費
等

所
要

額
明

細
表

都
道

府
県

（
保

健
所

設
置

市
・

特
別

区
）

名
別

表
３

結
核

児
童

日
用

品
費

等
所

要
額

明
細

表
都

道
府

県
（

保
健

所
・

特
別

区
）

名

控
除

額
差

引
額

備
考

控
除

額
差

引
額

備
考

員
数

単
価

金
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
員

数
単

価
金

額
(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
①

②
法

負
担

額
)
③

④
①

②
法

負
担

額
)
③

④
円

月
円

円
円

円
月

円
円

円

小
学

校
就

学
児

童

中
学

校
就

学
児

童

中
学

校
就

学
児

童
日

用
品

費

未
熟

児
移

送
費

旧
未

熟
児

移
送

費

計
未

熟
児

移
送

費

計

・
旧

未
熟

児
移

送
費

欄
に
は
、
平
成

2
5
年

３
月

末
日

ま
で

に
医

療
が

実
施

さ
れ

た
も

の
を

記
載

す
る

こ
と

。

結
核

児
童

日
用

品
費

等

小
計

合
計

未
熟

児
移

送
費

備
考

医
療

費

区
分

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

医
療

費

区
分

種
目

選
定

額
(
③

と
④

の
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
)

⑤

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

（
注

）
都

道
府

県
は

、
養

育
医

療
費

の
各

欄
に

市
町

村
内

訳
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

区
分

区
分

基
準

額

費
用

総
額

基
準

額

新
旧

小
計

区
分

種
目

国
庫

負
担

基
本

額

未
熟

児
養

育
医

療
費

等
国

庫
負

担
金

養
育

医
療

費

療
育

の
給

付
費

要
国

庫
負

担
額

備
考

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

選
定

額
(
③

と
④

の
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
)

⑤

基
準

額

費
用

総
額

（
注

）
・

都
道

府
県

は
、

養
育

医
療

費
の

各
欄

に
市

町
村

内
訳

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

学
習

品
費

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額

費
用

総
額

医
療

費

基
準

額

（
注

）
都

道
府

県
は

、
養

育
医

療
費

の
各

欄
に

市
町

村
内

訳
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

医
療

費

区
分

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

（
注

）
・

都
道

府
県

は
、

養
育

医
療

費
の

各
欄

に
市

町
村

内
訳

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。

備
考

旧
養

育
医

療
費

養
育

医
療

費

小
計

種
目

旧
結

核
児

童
日

用
品

費
等

（
未

熟
児

移
送

費
）

未
熟

児
養

育
医

療
費

等
国

庫
負

担
金

療
育

の
給

付
費

結
核

児
童

日
用

品
費

等
負

担
金

費
用

総
額

区
分

日
用

品
費

基
準

額

学
習

品
費

小
学

校
就

学
児

童

国
庫

負
担

基
本

額
要

国
庫

負
担

額
備

考

小
計

結
核

児
童

日
用

品
費

等
負

担
金

未
熟

児
移

送
費

小
計

合
計

区
分

種
目
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新
旧

様
式
３

（
略
）

様
式
３

（
略
）

様
式
１
－
２

（
略
）

様
式
１
－
２

（
略
）

様
式
２
－
２

（
略
）

様
式
２
－
２

（
略
）

別
表
１

（
略
）

別
表
１

（
略
）

別
表
２

（
略
）

別
表
２

（
略
）

様
式
４
－
１

国
庫
負
担
金
精
算
額
総
括
表

様
式
４
－
１

国
庫
負
担
金
精
算
額
総
括
表

都
道

府
県

（
保

健
所

設
置

市
・

特
別

区
）

名
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

要
国

庫
負

担
額

交
付

決
定

額
国

庫
負

担
金

受
入

額

差
引

過
(
△

)
不

足
額

(
③

－
①

)
①

②
③

④

円
円

円
円

円
円

0
0

結
核

児
童

日
用

品
費

等

0
0

(
注

)
１

要
国

庫
負

担
額

欄
に

は
、

様
式

５
－

１
及

び
様

式
６

の
各

表
の

要
国

庫
負

担
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

0
0

２
未

熟
児

養
育

医
療

費
等

国
庫

負
担

金
（

旧
養

育
医

療
費

の
み

）
及

び
結

核
児

童
日

用
品

費
等

負
担

金
（

旧
未

熟
児

移
送

費
の

み
）

に
は

、
平

成
2
5
年

３
月

末
日

ま
で

に

(
注

)
要

国
庫

負
担

額
欄

に
は

、
様

式
５

－
１

及
び

様
式

６
の

各
表

の
要

国
庫

負
担

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
医

療
の

給
付

が
行

わ
れ

給
付

決
定

し
た

も
の

を
記

載
す

る
こ

と
。

様
式
５
－
１

国
庫
負
担
金
精
算
額
調

様
式
５
－
１

国
庫
負
担
金
精
算
額
調

都
道

府
県

（
保

健
所

設
置

市
・

特
別

区
）

名
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

対
象

経
費

の
実

支
出

額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
(
①

－
②

)
基

準
額

交
付

要
綱

５
及

び
６

に
定

め
る

徴
収

基
準

額

国
庫

負
担

基
本

額
(
⑤

－
⑥

)
要

国
庫

負
担

額
(
⑦
×

1
/
2
)

対
象

経
費

の
実

支
出

額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
(
①

－
②

)
基

準
額

交
付

要
綱

５
及

び
６

に
定

め
る

徴
収

基
準

額

国
庫

負
担

基
本

額
(
⑤

－
⑥

)
要

国
庫

負
担

額
(
⑦

×
1
/
2
)

①
②

③
④

⑥
⑦

⑧
①

②
③

④
⑥

⑦
⑧

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

養
育

医
療

費
旧

養
育

医
療

費

療
育

の
給

付
費

養
育

医
療

費

結
核

児
童

日
用

品
費

等
療

育
の

給
付

費

未
熟

児
移

送
費

結
核

児
童

日
用

品
費

等

（
注

）
旧

養
育

医
療

費
欄
に

は
、

平
成

2
5
年

３
月

末
日

ま
で

に
医

療
の

給
付

が
行

わ
れ

給
付

決
定

し
た

も
の

を
記

載
す

る
こ

と
。

別
表

１
養

育
医

療
費

精
算

額
明

細
表

都
道

府
県

（
保

健
所

設
置

市
・

特
別

区
）

名
別

表
１

養
育

医
療

費
精

算
額

明
細

表
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

基
準

額
基

準
額

控
除

額
差

引
額

備
考

控
除

額
差

引
額

備
考

費
用

総
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
費

用
総

額
(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）

①
②

法
負

担
額

)
③

④
①

②
法

負
担

額
)
③

④

円
円

円
円

円
円

円
円

看
護

料
看

護
料

計
計

（
注

）
都

道
府

県
は

、
各

欄
に

市
町

村
内

訳
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

対
象

経
費

の
実

支
出

額

医
療

費

備
考

区
分

種
目

未
熟

児
養

育
医

療
費

等
国

庫
負

担
金

養
育

医
療

費

療
育

の
給

付
費

小
計

結
核

児
童

日
用

品
費

等
負

担
金

未
熟

児
移

送
費

小
計

結
核

児
童

日
用

品
費

等
負

担
金

合
計

種
目

選
定

額
(
③

と
④

の
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
)

⑤

区
分

対
象

経
費

の
実

支
出

額

合
計

区
分

備
考

未
熟

児
養

育
医

療
費

等
国

庫
負

担
金

(
旧

養
育

医
療

費
の

み
)

未
熟

児
養

育
医

療
費

等
国

庫
負

担
金

結
核

児
童

日
用

品
費

等
負

担
金

（
旧

未
熟

児
移

送
費

の
み

）

備
考

種
目

選
定

額
(
③

と
④

の
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
)

⑤

区
分

国
庫

負
担

基
本

額
要

国
庫

負
担

額

備
考

医
療

費

（
注

）
都

道
府

県
は

、
各

欄
に

市
町

村
内

訳
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。
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新
旧

別
表

２
養

育
医

療
費

事
業

等
実

施
状

況
別

表
２

養
育

医
療

費
事

業
等

実
施

状
況

１
費

用
徴

収
状

況
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

１
費

用
徴

収
状

況
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

Ａ
Ｂ

Ｃ
１

Ｃ
２

Ｄ
１

Ｄ
２

Ｄ
３

Ｄ
４

Ａ
Ｂ

Ｃ
１

Ｃ
２

Ｄ
１

Ｄ
２

Ｄ
３

Ｄ
４

Ｄ
８

Ｄ
９

Ｄ
１

０
Ｄ

１
１

Ｄ
１

２
Ｄ

１
３

Ｄ
１

４
計

①
Ｄ

８
Ｄ

９
Ｄ

１
０

Ｄ
１

１
Ｄ

１
２

Ｄ
１

３
Ｄ

１
４

計
①

人

(
注

)
１

階
層

区
分

は
交

付
要

綱
の

５
に

定
め
る

「
徴

収
基

準
額

表
」

に
よ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
(
注

)
１

階
層

区
分

は
交

付
要

綱
の

５
に

定
め

る
「

徴
収

基
準

額
表

」
に

よ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

２
給

付
人

員
は

母
子

保
健

法
(
昭

和
4
0
年

法
律

第
1
4
1
号

)
第

2
0
条

に
よ

り
国

庫
負

担
の

対
象

と
な

っ
た

人
員

を
各

階
層

別
に

記
載

す
る

こ
と

。
２

給
付

人
員

は
母

子
保

健
法

(
昭

和
4
0
年

法
律

第
1
4
1
号

)
第

2
0
条

に
よ

り
国

庫
負

担
の

対
象

と
な

っ
た

人
員

を
各

階
層

別
に

記
載

す
る

こ
と

。

な
お

、
該

当
す

る
階

層
が

給
付

途
中
で

変
更

と
な

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

当
初

認
定

の
階

層
に

よ
り

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、

該
当

す
る

階
層

が
給

付
途

中
で

変
更

と
な

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

当
初

認
定

の
階

層
に

よ
り

記
載

す
る

こ
と

。

３
加

算
基

準
額

適
用

日
数

欄
は

、
「

徴
収

基
準

額
表

」
の

徴
収

基
準

加
算

月
額

の
適

用
を

受
け

た
者

に
つ

い
て

、
そ

の
適

用
を

受
け

た
期

間
に

係
る

給
付

延
日

数
を

再
掲

す
る

こ
と

。
３

加
算

基
準

額
適

用
日

数
欄

は
、

「
徴

収
基

準
額

表
」

の
徴

収
基

準
加

算
月

額
の

適
用

を
受

け
た

者
に

つ
い

て
、

そ
の

適
用

を
受

け
た

期
間

に
係

る
給

付
延

日
数

を
再

掲
す

る
こ

と
。

４
都

道
府

県
は

、
各

欄
に

市
町

村
内

訳
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

４
都

道
府

県
は

、
各

欄
に

市
町

村
内

訳
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
未

熟
児

養
育

医
療

の
指

定
医

療
機

関
の

現
状

３
出

生
時

の
体

重
の

状
況

２
未

熟
児

養
育

医
療

の
指

定
医

療
機

関
の

現
状

３
出

生
時

の
体

重
の

状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

病
院

病
院

診
療

所
（

注
）

都
道

府
県

は
、

各
欄

に
市

町
村

内
訳

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。
診

療
所

（
注

）
都

道
府

県
は

、
各

欄
に

市
町

村
内

訳
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

薬
局

薬
局

別
表

３
療

育
の

給
付

費
精

算
額

明
細

表
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

別
表

３
療

育
の

給
付

費
精

算
額

明
細

表
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

控
除

額
差

引
額

備
考

控
除

額
差

引
額

備
考

員
数

単
価

金
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
員

数
単

価
金

額
(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）

①
②

法
負

担
額

)
③

④
①

②
法

負
担

額
)
③

④

円
人

円
円

円
円

円
人

円
円

円
円

移
送

費
等

移
送

費
等

計
計

別
表

４
結

核
児

童
日

用
品

費
等

精
算

額
明

細
表

都
道

府
県

（
保

健
所

設
置

市
・

特
別

区
）

名
別

表
４

結
核

児
童

日
用

品
費

等
精

算
額

明
細

表
都

道
府

県
（

保
健

所
設

置
市

・
特

別
区

）
名

控
除

額
差

引
額

備
考

控
除

額
差

引
額

備
考

員
数

単
価

金
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
員

数
単

価
金

額
(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）

①
②

法
負

担
額

)
③

④
①

②
法

負
担

額
)
③

④

円
月

円
円

円
円

月
円

円
円

小
学

校
就

学
児

童

中
学

校
就

学
児

童
日

用
品

費

未
熟

児
移

送
費

旧
未

熟
児

移
送

費

計
未

熟
児

移
送

費

計

（
注

）
旧

未
熟

児
移

送
費
欄

に
は

、
平
成

2
5
年

３
月

末
日

ま
で

に
医

療
の

給
付

が
行

わ
れ

給
付

決
定

し
た

も
の

を
記

載
す

る
こ

と
。

様
式
６

（
略
）

様
式
６

（
略
）

様
式
４
－
２

（
略
）

様
式
４
－
２

（
略
）

様
式
５
－
２

（
略
）

様
式
５
－
２

（
略
）

別
表
１

（
略
）

別
表
１

（
略
）

別
表
２

（
略
）

別
表
２

（
略
）

別
表
３

（
略
）

別
表
３

（
略
）

学
習

品
費

区
分

対
象

経
費

の
実

支
出

額
費

用
総

額

基
準

額

日
用

品
費

(
注

)
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

に
つ

い
て

厚
生

労
働

大
臣

が
指

定
す

る
も

の
を

含
め

管
内

の
数

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

区
分

対
象

経
費

の
実

支
出

額
費

用
総

額

医
療

費

基
準

額

人
人

2
,
0
0
1
g
以

上
2
,
3
0
0
g
以

下

人
人

カ
所

新
規

給
付

決
定

実
人

員

養
育

医
療

の
た

め
の

収
容

定
員

総
数

出
生

時
の

体
重

1
,
0
0
0
g
以

下
1
,
0
0
1
g
以

上
1
,
5
0
0
g
以

下
1
,
8
0
1
g
以

上
2
,
0
0
0
g
以

下

給
付

実
人

員
(
人

）

給
付

延
件

数
(
件

）

給
付

延
日

数
(
日

）

加
算

基
準

額
適

用
日

数
(
日

）

区
分

指
定

養
育

医
療

機
関

数

給
付

実
人

員
(
人

）

給
付

延
件

数
(
件

）

給
付

延
日

数
(
日

）

加
算

基
準

額
適

用
日

数
(
日

）

階
層

区
分

1
,
5
0
1
g
以

上
1
,
8
0
0
g
以

下

給
付

実
人

員
(
人

）

階
層

区
分

給
付

実
人

員
(
人

）

給
付

延
件

数
(
件

）

給
付

延
日

数
(
日

）

加
算

基
準

額
適

用
日

数
(
日

）

階
層

区
分

給
付

延
件

数
(
件

）

給
付

延
日

数
(
日

）

加
算

基
準

額
適

用
日

数
(
日

）

区
分

指
定

養
育

医
療

機
関

数
2
,
3
0
1
g
以

上
2
,
5
0
0
g
以

下

養
育

医
療

の
た

め
の

収
容

定
員

総
数

出
生

時
の

体
重

1
,
0
0
0
g
以

下
計

(
１

の
①

－
②

)

1
,
0
0
1
g
以

上
1
,
5
0
0
g
以

下
1
,
5
0
1
g
以

上
1
,
8
0
0
g
以

下
1
,
8
0
1
g
以

上
2
,
0
0
0
g
以

下
2
,
0
0
1
g
以

上
2
,
3
0
0
g
以

下

カ
所

新
規

給
付

決
定

実
人

員

2
,
5
0
1
g
以

上

学
習

品
費

小
学

校
就

学
児

童

中
学

校
就

学
児

童

費
用

総
額

医
療

費

区
分

(
注

)
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

に
つ

い
て

厚
生

労
働

大
臣

が
指

定
す

る
も

の
を

含
め

管
内

の
数

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

区
分

対
象

経
費

の
実

支
出

額

基
準

額

対
象

経
費

の
実

支
出

額

基
準

額

費
用

総
額

Ｄ
６

給
付

実
人

員
の

う
ち

前
年

度
よ

り
引

き
続

き
給

付
を

受
け

た
人

員
②

人
人

2
,
3
0
1
g
以

上
2
,
5
0
0
g
以

下
2
,
5
0
1
g
以

上

Ｄ
５

Ｄ
６

Ｄ
７

給
付

実
人

員
の

う
ち

前
年

度
よ

り
引

き
続

き
給

付
を

受
け

た
人

員
②

人

Ｄ
７

Ｄ
５

階
層

区
分

計

(
１

の
①

－
②

)
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